
最

高

裁

規

則

金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
項
中
「
第
百
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
条
第

一
項
」
に
、
同
表
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
項
中
「
第

十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
同
表
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の

項
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）

第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

省

令

改

正

後

改

正

前

（
上
陸
の
申
請
）

（
上
陸
の
申
請
）

第
五
条

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
上
陸
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
（
次
項
に
規
定
す

る
外
国
人
を
除
く
。）は
、
別
記
第
六
号
様
式
（
法

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
（
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一

項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

再
入
国
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。）又
は
法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
難
民
旅
行
証

明
書
を
所
持
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
六

号
の
二
様
式
）
に
よ
る
書
面
一
通
を
入
国
審
査
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

外
国
人
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

再
入
国
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
及
び
法
第
六
十

一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を

受
け
た
難
民
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て
い
る
者
を

除
く
。）が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
情
報
を
入

国
審
査
官
が
指
定
す
る
電
子
機
器
に
受
信
さ
せ
る

方
法
に
よ
り
提
供
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
条

法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
上
陸
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
（
次
項
に
規
定
す

る
外
国
人
を
除
く
。）は
、
別
記
第
六
号
様
式
（
法

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
（
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一

項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

再
入
国
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者

を
含
む
。
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）又
は

法
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
を
受
け
た
難
民
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て

い
る
者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
六
号
の
二
様
式
）
に

よ
る
書
面
一
通
を
入
国
審
査
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

二

生
年
月
日

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

三

住
居
の
所
在
地

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

四

上
陸
の
目
的

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

五

乗
つ
て
き
た
船
舶
の
名
称
又
は
航
空
機
の
登

録
記
号
若
し
く
は
便
名

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

六

本
邦
に
滞
在
す
る
期
間

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

七

本
邦
に
お
け
る
連
絡
先

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

八

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
上
陸
の

た
め
の
条
件
に
関
し
入
国
審
査
官
が
申
告
を
求

め
る
事
項

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号

刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

最
高
裁
判
所

刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
十
八
号
中
「
第
三
十
五
号
」
を
「
第
三
十
六
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁
判
所
長
官

大
谷

直
人

〇
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号

金
融
商
品
取
引
法
等
に
よ
る
第
三
者
の
財
産
等
の
没
収
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

最
高
裁
判
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
農
業

協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
項
及
び
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

最
高
裁
判
所
長
官

大
谷

直
人

〇
法
務
省
令
第
二
十
九
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

法
務
大
臣

上
川

陽
子

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。




